
 
第10回自転車通行空間ネットワーク計画調整会議 

日時：令和８年２月13日（金）10：30～12：00 

場所：WEB開催（Teams） 

                         （対面の場合：東京都庁第二庁舎７階7A会議室） 

 

議 事 次 第 

Ⅰ．開会 

Ⅱ．議題 

（1）自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画策定状況について【資料１】 

（2）自転車通行空間整備状況について【資料２】 

（3）東京都の自転車活用推進計画について【資料３】 

（4）中央区自転車ネットワーク整備方針について【資料４】 

（5）自転車通行空間整備事例の紹介【資料５】 

（6）自転車シェアリングについて【資料６】 

（7）自転車安全利用の促進に向けた取組【資料７】 

（8）国土交通省からの情報提供【資料８】 

（9）区市町村が抱える課題について【資料９】 

Ⅲ．閉会 

 

【配付資料】 

○ 資料１   ・東京都内自治体の自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画策定状況 

○ 資料２    ・東京都内の国道及び都道における自転車通行空間の整備状況 

○ 資料３-１ ・東京都自転車活用推進計画について 

    ３-２ ・東京都自転車活用推進計画 概要版 

○ 資料４   ・中央区自転車ネットワーク整備方針について 

○ 資料５-１ ・東京都内直轄国道の自転車通行空間整備事例 

    ５-２ ・都道における自転車通行空間整備事例 

５-３ ・北区道における自転車通行空間整備事例 

○ 資料６   ・自転車シェアリングの普及促進に向けて 

○ 資料７-１ ・自転車ルール普及啓発動画について 

    ７-２ ・東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ」について 

○ 資料８-１  ・ブルーレーンについて 

    ８-２  ・自転車通行空間の整備について 

○ 資料９-１ ・アンケート調査結果の概要 

９-２ ・区市町村アンケートを踏まえた共通課題とその対応に関する情報提供 

 



平成２９年１月２３日 

令和元年１１月１１日改正 

令和７年２月１２日改正 

 

自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱 

 

（名称） 

第１条 本会は、自転車通行空間ネットワーク調整会議（以下「本会議」という。）と 

称する。 

 

（趣旨） 

第２条 自転車利用における安全性や快適性・回遊性の向上とともに、自転車利用者の 

更なる推進に資するため、計画的な自転車通行空間のネットワーク形成に向けた 

課題の整理や対応の検討、及び事業調整等を行うなど、自転車通行空間ネットワ 

ーク計画の策定及び実現に向けた連携・協力の促進を図る。 

 

（所掌） 

第３条 本会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）自転車利用・事故の状況等に関すること。 

（２）政策や動向等に関すること。 

（３）自転車ネットワーク計画の策定等に関すること。 

（４）その他必要と認められること。 

 

（運営） 

第４条 本会議は、別表１に示す会員により構成する。 

２ 本会議は、必要な関係者の参加を求め、意見を聴取することができる。 

 

（調整部会の設置） 

第５条  本会議で検討すべき内容に係る調整及び個別課題を検討するため、本会議の下 

に調整部会を設ける。 

２ 調整部会の構成は、別表２に示すとおりとする。 

３ 調整部会の円滑な運営を図るため、幹事を設ける。 

４ 幹事は、各エリアから１自治体とし、各エリアの代表として調整会議に出 

する。 

なお、幹事以外の自治体であっても、調整会議に出席することができる。 

５ 次期幹事は、自治体番号の若い順とし、輪番制として年度毎に次期幹事へ引き



継ぐ。 

 

（会議） 

第６条  本会議は、非公開とする。 

なお、本会議における資料および議事要旨については、会議終了後、公表する 

ものとする。 

 

（事務局） 

第７条  本会議及び調整部会の事務局は、東京国道事務所、相武国道事務所及び東京都 

建設局道路管理部に置く。 

 

（その他） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会議で協議することとする。 

 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年１月２３日から施行する。 

２ この要綱は、令和元年１１月１１日から施行する。 

３ この要綱は、令和７年２月１２日から施行する。 



 別表１（第４条関係）                            （順不同）   

所属・役職等 

会員 

国土交通省 
関東地方整備局  東京国道事務所  交通対策課長 

関東地方整備局  相武国道事務所  交通対策課長 

東京都 建設局  道路管理部  安全施設課長 

警視庁 交通部  交通規制課  都市交通管理室長 

東京都 

都民安全総合対策本部  総合推進部  交通安全担当課長 

都市整備局  都市基盤部  交通プロジェクト担当課長 

環境局  環境改善部 自動車環境課長 

港湾局  臨海開発部  開発整備課長 

港湾局  港湾整備部  計画課長 

建設局  第一建設事務所  補修課長 

建設局  第二建設事務所  補修課長 

建設局  第三建設事務所  補修課長 

建設局  第四建設事務所  補修課長 

建設局  第五建設事務所  補修課長 

建設局  第六建設事務所  補修課長 

建設局  西多摩建設事務所  補修課長 

建設局  南多摩東部建設事務所  補修課長 

建設局  南多摩西部建設事務所  補修課長 

建設局  北多摩南部建設事務所  補修課長 

建設局  北多摩北部建設事務所  補修課長 

区部Ⅰ 

エリア 

千代田区  環境まちづくり部  環境まちづくり総務課長 

中央区  環境土木部 交通課長 

港区  街づくり支援部  地域交通課長 

新宿区  みどり土木部  交通対策課長 

江東区  土木部  地域交通課長 

品川区  防災まちづくり部  地域交通政策課長 

大田区  都市基盤整備部  都市基盤計画調整担当課長 

江戸川区  土木部  計画調整課長 

区部Ⅱ 

エリア 

目黒区  都市整備部  みどり土木政策課長 

世田谷区  土木部  交通安全自転車課長 

渋谷区  土木部  交通政策課長 

中野区  都市基盤部  交通政策課長 

杉並区  都市整備部  交通企画担当課長 

 

 

 

 

 

 

 



 別表１（第４条関係）                            （順不同）   

所属・役職等 

会員 

区部Ⅲ 

エリア 

文京区  土木部  管理課長 

台東区  都市づくり部  交通対策課長 

墨田区  都市整備部  道路・橋りょう課長 

豊島区  都市整備部  土木管理課長 

北区  土木部 交通事業担当課長 

荒川区  防災都市づくり部 基盤整備課長 

板橋区  土木部  土木計画・交通安全課長 

練馬区  土木部  交通安全課長 

足立区  都市建設部  交通対策課長 

葛飾区  都市整備部 交通政策課長 

多摩Ⅰ 

エリア 

立川市  産業まちづくり部  交通企画課長 

武蔵野市  都市整備部  交通企画課長 

三鷹市  防災安全部 安全安心課長 

小金井市  都市整備部  交通対策課長 

小平市  都市開発部  交通対策課長 

東村山市  まちづくり部  交通課長 

国分寺市  建設環境部 交通対策課長 

東大和市  まちづくり部  都市基盤課長 

清瀬市  都市整備部  道路交通課道路交通管理担当課長 

東久留米市  都市建設部  道路計画課長 

武蔵村山市  都市整備部  交通企画・モノレール推進課長 

西東京市  まちづくり部  交通課長 

多摩Ⅱ 

エリア 

八王子市  都市計画部  交通企画課長 

府中市  生活環境部  地域安全対策課長 

昭島市  都市整備部  交通対策課長 

調布市  都市整備部  交通対策課長 

町田市  道路部 道路政策課長 

日野市  まちづくり部  道路課主幹 

国立市  都市整備部  道路交通課長 

福生市  都市建設部  まちづくり計画課長 

狛江市  都市建設部  道路交通課長 

多摩市  都市整備部  道路交通課長 

稲城市  都市建設部  管理課長 

羽村市  まちづくり部  土木課長 

瑞穂町  都市整備部  建設課長 

多摩Ⅲ 

エリア 

青梅市  都市整備部 土木課長 

あきる野市  都市整備部  交通政策課長 

日の出町  建設課長 

檜原村  産業環境課長 

奥多摩町  環境整備課長 



別表２（第５条関係）                                                    （順不同）   

所属等 

国土交通省 
関東地方整備局  東京国道事務所  交通対策課 

関東地方整備局  相武国道事務所  交通対策課 

東京都 建設局  道路管理部  安全施設課 

警視庁 交通部  交通規制課 

区部Ⅰ 

エリア 

東京都  港湾局  臨海開発部  開発整備課 

東京都  港湾局  港湾整備部  計画課 

東京都  建設局  第一建設事務所  補修課 

東京都  建設局  第二建設事務所  補修課 

東京都  建設局  第三建設事務所  補修課 

東京都  建設局  第五建設事務所  補修課 

千代田区  環境まちづくり部  環境まちづくり総務課 

中央区  環境土木部  交通課 

港区  街づくり支援部  地域交通課 

新宿区  みどり土木部  交通対策課 

江東区  土木部  地域交通課 

品川区  防災まちづくり部  地域交通政策課 

大田区  都市基盤整備部  都市基盤管理課 

江戸川区  土木部  計画調整課 

区部Ⅱ 

エリア 

東京都  建設局  第二建設事務所  補修課 

東京都  建設局  第三建設事務所  補修課 

目黒区  都市整備部  みどり土木政策課 

世田谷区  土木部  交通安全自転車課 

渋谷区  土木部  交通政策課 

中野区  都市基盤部  交通政策課 

杉並区  都市整備部  管理課 

区部Ⅲ 

エリア 

東京都  建設局  第四建設事務所  補修課 

東京都  建設局  第五建設事務所  補修課 

東京都  建設局  第六建設事務所  補修課 

文京区  土木部  管理課 

台東区  都市づくり部  交通対策課 

墨田区  都市整備部  道路・橋りょう課 

豊島区  都市整備部  土木管理課 

北区  土木部  交通事業担当課 

荒川区  防災都市づくり部 基盤整備課 

板橋区  土木部  土木計画・交通安全課 

練馬区  土木部  交通安全課 

足立区  都市建設部  交通対策課 

葛飾区  都市整備部  交通政策課 

 

 



 別表２（第５条関係）                                                    （順不同）   

所属等 

多摩Ⅰ 

エリア 

東京都  建設局  北多摩南部建設事務所  補修課 

東京都  建設局  北多摩北部建設事務所  補修課 

立川市  産業まちづくり部  交通企画課 

武蔵野市  都市整備部  交通企画課 

三鷹市  防災安全部 安全安心課 

小金井市  都市整備部  交通対策課 

小平市  都市開発部  交通対策課 

東村山市  まちづくり部 交通課 

国分寺市  建設環境部  交通対策課 

東大和市  まちづくり部  都市基盤課 

清瀬市  都市整備部  道路交通課 

東久留米市  都市建設部  道路計画課 

武蔵村山市  都市整備部  交通企画・モノレール推進課 

西東京市  まちづくり部  交通課 

多摩Ⅱ 

エリア 

東京都  建設局  西多摩建設事務所  補修課 

東京都  建設局  南多摩東部建設事務所  補修課 

東京都  建設局  南多摩西部建設事務所  補修課 

東京都  建設局  北多摩南部建設事務所  補修課 

東京都  建設局  北多摩北部建設事務所  補修課 

八王子市  都市計画部  交通企画課 

府中市  生活環境部  地域安全対策課 

昭島市  都市整備部  交通対策課 

調布市  都市整備部  交通対策課 

町田市  道路部 道路政策課 

日野市  まちづくり部  道路課 

国立市  都市整備部  道路交通課 

福生市  都市建設部  まちづくり計画課 

狛江市  都市建設部  道路交通課 

多摩市  都市整備部  道路交通課 

稲城市  都市建設部  管理課 

羽村市  まちづくり部  土木課 

瑞穂町  都市整備部  建設課 

多摩Ⅲ 

エリア 

東京都  建設局  西多摩建設事務所  補修課 

青梅市  都市整備部  土木課 

あきる野市  都市整備部  交通政策課 

日の出町  建設課 

檜原村  産業環境課 

奥多摩町  環境整備課 

 



東京都内自治体の自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画策定状況

2025年12月末時点 自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画策定済（25自治体）※
自転車活用推進計画策定済（1自治体）
自転車ネットワーク計画策定済（5自治体）

【資料１】
令和 ８年２月

◆島しょ部の自治体における計画策定は現在なし

※NW計画が位置付けられた自活計画を含む

奥多摩町

青梅市

檜原村

日の出町

あきる野市

八王子市

町田市

羽村市

福生市

瑞穂町

昭島市
立川市

小平市

東大和市
東村山市

西東京市

日野市

清瀬市

東久留米市武蔵村山市

多摩市 稲城市

府中市

国立市

調布市

三鷹市

武蔵野市

狛江市

小金井市
国分寺市

世田谷区

大田区

品川区

渋谷区

港区

目黒区

江戸川区

葛飾区

足立区

江東区
中央区

墨田区中野区
杉並区

板橋区

練馬区
北区

台東区

荒川区

文京区

新宿区

豊島区

千代田区

○ 2025年中に三鷹市で自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画を策定



東京都内の国道及び都道における自転車通行空間の整備状況（区部）

2024年度末時点

自転車道
普通自転車専用通行帯（自転車レーン）
車道混在（自転車ナビマーク・ナビライン）
自転車歩行者道（構造的分離）
自転車歩行者道（視覚的分離）等

早稲田通り 蔵前橋通り

【資料２】
令和 ８年２月



自転車道
普通自転車専用通行帯（自転車レーン）
車道混在（自転車ナビマーク・ナビライン）
自転車歩行者道（構造的分離）
自転車歩行者道（視覚的分離）等

東京都内の国道及び都道における自転車通行空間の整備状況（多摩部）

16

20

2024年度末時点

【資料２】
令和 ８年２月



東京都自転車活用推進計画について

1

令和８年２月 都市整備局

○ 東京都自転車活用推進計画
• 令和3年5月に「東京都自転車活用推進計画」を改定
• 目指すべき将来像や近年の自転車に関わる動向を踏まえ、主に自転車ネットワークの形成、自転車安全対策の強

化、自転車シェアリングの広域利用の促進、新しい日常への対応の４点の施策について積極的に取組を推進
※都の自転車活用推進計画HP→https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/kotsu_butsuryu/katsuyo_suishin.html

• 2024年度末時点の進捗 東京都自転車活用推進計画における指標・目標値
目標2024年度末現況値

（2021年5月時点）指標施策

約570km
（2030年度）

約399km
（2024年度）

320km
（2020年度）自転車通行空間の優先整備区間

自転車通行空間の整備

環境形成

約45km※1

（2030年度）
43km

（2024年度）
32km

（2020年度）自転車通行空間の臨港道路等

49区市
（2030年度）

26区市
（2024年度）

2区市
（2021年1月）

区市版自転車活用推進計画の策
定促進

区市版自転車活用推進計画の
策定促進

自治体数の増加
（2030年度）

22区19市
（2024年度）

19区7市
（2021年1月）

広域利用が可能な自転車シェア
リングを実施する自治体数広域利用の促進

15,000台以下
（2025年度）

14,876台
（2024年度）

19,487台
（2020年度）駅前放置自転車台数放置自転車対策の推進

460区域
（2025年度）

469区域
（2024年度）

364区域
（2019年度）ゾーン30安全対策の実施

11.5km
（2024年度）

11.5.km
（2024年度）

7.5km
（2019年度）

海上公園内サイクリングルート
の整備身近なスポーツ環境の創出健康増進

HP閲覧数の増加
（2030年度）

約74閲覧/日
（ 2024年度）

約30閲覧/日
（2021年2月※2）自転車マップの更新・充実自転車マップの作成観光振興

18人以下
（2025年）

25人
（2024年）

34人
（2020年）自転車乗用中死者数

自転車の安全利用の促進安全・安心
7,000件以下
（2025年）

13,773件
（2024年）

10,407件
（2020年）自転車関連事故件数

※1 2022 年 10 月に約51kmへ改定
※2 2020 年 10 月から 2021 年2月ま
での期間

※ 都の自転車活用推進計画等を参照し、各区市町村におかれましても地方版自転車活用推進計画の策定をお願いします

【資料３－１】

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/kotsu_butsuryu/katsuyo_suishin.html
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○国道1号 白金一丁目〜(仮称)高輪台駅前（約１.３km）

撮影︓令和6年12月

図1 自転車レーンと
ラバーポールの状況

図2 駐車スペースの様子

【整備前】 【整備後】

断
面

断
面

A

B

1.自転車通行空間整備の概要

【課題】
○第一車線及び路肩が狭く、現状の道路幅員では自転車通行空間の整備が困難
○路上駐停車車両が多く、第一車線が閉塞されており、歩道及び第二車線側へ

の回避が危険（歩行者・自動車との接触）
【整備方針】

○閉塞されている第一車線を自転車専用通行帯と駐車貨物車専用駐車枠に整備
※自転車専用通行帯の右側に駐車スペースの確保は直轄国道では初の取組

○自転車専用通行帯との境界にラバーポールを立て、駐停車車両を抑制

（1）整備区間

（2）検討経緯

（3）位置図

（4）整備イメージ

1

白
金
一
丁
目
交
差
点

(

仮
称)

高
輪
台
交
差
点

1

自転車専用通行帯
凡例

明治学院大学
白金キャンパス

◎

文

312

今回整備区間︓約1.3km

明治学院
高等学校文

卍 圓眞寺
卍 覚林寺

港区高松
中学校

文

卍

松秀寺

305

地下鉄
高輪台駅

港区高輪地区
総合支所

1

地理院地図をもとに作成

至
日
本
橋

至 横浜

【資料５－１ 】
令和８年２月

東京国道事務所

１



2.整備済み区間の整備効果

31.9%
(329)

39%
(402)

29%
(299)

n = 1030台 / 12h

61.5%
(548)

0.2%
(2)

14.8%
(132)

23.5%
(209)

n = 891台 / 12h

車道順走 車道逆走 歩道順走 歩道逆走

整備前 整備後

明
治
学
院
前
交
差
点

車道走行割合
29.6%増加

・整備区間全体で車道走行割合が増加

（2）走りやすさの変化＜自転車＞ *webアンケート

・自転車利用者の約8割が走りやすくなったと回答

走りやす
くなった

やや走りや
すくなった

変わらない やや走りにく
くなった

走りにく
くなった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

n = 196

（3）走りやすさの変化＜自動車＞ *webアンケート

・自動車ドライバーも約7割が走りやすくなったと回答

24%
(109)

43%
(198)

20%
(94)

9%
(42)

4%
(18)

白金台

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

n = 461

（1）走行位置の変化＜自転車＞ *ビデオ調査結果

走りやす
くなった

やや走りや
すくなった

変わらない やや走りにく
くなった

走りにく
くなった

（5）歩きやすさの変化＜歩行者＞ *ヒアリング調査結果

（4）駐停車車両の変化＜自動車＞ *実態調査結果

小学校(1施設)
・保護者から、「自転車通行空間と歩道が区分けされたことで
歩きやすくなった」という意見あり

保育園(3施設)
・保育園のお散歩時に整備後の安心感向上に関する意見あり

692

416

0 200 400 600 800

整備前
整備後 276台減少

・区間全体で駐停車台数が減少

法令違反
(2当)

法令違反
(1当)

衝突
地点事故類型2当1当整

備No.

-
安全運転義務

違反-ハンドル操
作不適

第一通行
帯

車両単独
-転倒なし自転車前1

割込等
安全運転義務

違反-安全不確認
前方、左右

第二通行
帯以上

車両相互
-追突進行
中

自転車貨物車前2

飛出し
安全運転義務

違反-前方不注意
外在的

自転車専
用通行帯

人対車両
-路上作業中歩行者自転車後3

整備前(R4.12〜R5.11)
整備後(R6.12〜R7.9)

・路上作業中に自転車と人が接触する事故が発生
→今後注視していく。

（6）供用後の事故 *警視庁事故データ分析結果

※

※貨物車スペースのほか、ゼブラ帯等へ駐停車された台数も含む
（貨物スペース：78台、ゼブラ帯：171台、それ以外：167台）

【資料５－１ 】
令和８年２月

東京国道事務所

２



都道における自転車通行空間整備事例
【既設の道路空間を再編して通行空間を整備】

【資料５－２】

令和 ８年 ２月
東京都建設局

＜概要＞
○当該区間は都営大江戸線光が丘駅に面しており、通勤・通学等に
よる自転車の交通量は1,795台/12hと多い。

〇該当区間には、パーキングメーターが整備されており、
駐停車需要も高い。（当整備でパーキングチケットに改修）

○自動車交通量も12,548台/日と多いことから、車線数は変更せず
中央分離帯の幅を1.75m縮小し、普通自転車専用通行帯を新設。

〇自動車と自転車の交錯や、隣接する自転車歩行者道とのシフトを
考慮し、左側端に普通自転車専用通行帯を整備。その右側
（車道側）に駐車枠を設置。

整備形態：普通自転車専用通行帯（自転車レーン）
整備時期：令和５～７年度
整備区間：練馬区光が丘６～田柄５

特例都道南田中町旭町線（第443号線）

位置図

整備前

整備後

中央分離帯
1.75m縮小

自転車レーン
施工済（区道）

自転車歩行者道
（視覚的分離）

施工済

自転車レーン
施工済（区道）

整備区間
約0.6km

地理院地図を加工して作成

中央分離帯
縮小



〇自転車と自動車が同一の通行空間を共用する狭あい道路のため、車線幅員を考慮
して自転車と自動車の交錯を避けるため矢羽根幅を0.6mで整備。

〇整備に合わせ、路側帯（白線）を再設置し、車道と歩行者通行空間を視覚的に明
確化することで安全性を向上。

〇自転車と自動車の適正利用を促進するため、所轄警察署と連名の案内・注意喚起
看板等の設置による周知・啓発。

狭あい道路の自転車通行空間整備

特別区道北1035号

北区道の自転車通行空間整備事例

整備形態︓車道混在

位置図 整備延長L＝約908.5ｍ

断面図

○住宅街の歩道のない狭あい道路だが、抜け道となっていることや、大型車の交通量も多く、区民アンケートにより自転車利用者と歩行者
がともに「危険と感じた路線」であり、路側帯内の歩行者及び車線内走行の自転車利用者の安全確保のため、矢羽根の標準幅である0.75m
より狭い幅0.6mで自転車ナビラインを設置した。

【資料５－３】
令和 ８年２月

北区
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 【資料７－１】

　　令和８年２月
都民安全総合対策本部
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令和８年２月１３日

自転車通行空間ネットワーク計画調整会議事務局

アンケート調査結果の概要

【資料９－１】



（1）アンケート調査概要 1

（1）調査目的
各区市町村の抱える課題を把握し、共通する課題については、課題解決の参考となる情報の提供、意

見交換を行っていくことを目的に、Webアンケート調査を実施。
（2）実施期間 令和7年12月2日(火)〜令和7年12月12日(金)
（3）回答数 53市区町村
（4）主な設問
【設問①】 貴団体では、自転車活用推進計画又は自転車ネットワーク計画を策定していますか？
【設問②】 今後、自転車ネットワーク計画を策定する予定がありますか？
【設問③】 自転車ネットワーク計画の策定に至らない理由を教えてください。
【設問⑤】 自転車ネットワーク計画の策定又は今後の更新にあたり、課題と考えることがあれば教え

てください。
【設問⑦】 貴市区町村道において、過去５年以内に、次の自転車通行空間整備等を行いましたか？
【設問⑨】 自転車道、自転車専用通行帯等を整備するにあたり、工夫した点、課題があったが解決し

た事例があれば記載してください
【設問⑩】 自転車道、自転車専用通行帯等を整備するにあたり、技術的な悩み、法令解釈上の疑義、

知見の不足その他課題と考えていることがあれば記載してください。
【設問⑪】 自転車通行空間の整備に際し、特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の通行・

利用を意識していますか？
【設問⑬】 自転車利用者に対する交通ルールの広報・指導として、貴区市町村が行っている取り組み

をお選びください。
【設問⑭】 自動車のドライバーに対する、自転車の交通ルールの理解促進、自転車の安全安心利用へ

の協力に関する広報・指導として、貴区市町村が行っている取り組みをお選びください。
【設問⑯】 安全安心な自転車利用に関し、本協議会で取り上げて欲しい議題があれば、記載してくだ

さい。

：共通する課題がみられた質問
（次頁以降で整理）

【資料９－１】



（2）調査結果 2

【設問①】 貴団体では、自転車活用推進計画又は自転車ネットワーク計画を策定していますか？（一つ回答）
• 自転車活用推進計画、自転車ネットワーク計画のどちらも策定していない自治体は４割程度である
• 一方で、両方または自転車ネットワーク計画のみを策定してる自治体が５割を超える。

【設問➂】 自転車ネットワーク計画の策定に至らない理由を教えてください。（複数回答）
• 多くの自治体が「他に優先すべき計画策定案件がある」を理由に策定に至っていない。
• 「自転車利用者数が少ない」や「計画策定によるメリットが少ない」を理由に挙げている自治体は同程度ある。

0 5 10 15

予算や人員の制約から、他に優先すべき計画策定案件がある

区市町村内の自転車利用者数が少ない

計画策定の具体的メリット（補助金等）が少ない

区市町村民の関心が薄い;

計画策定方法が分からない

自転車ネットワーク計画を知らない。どのようなものか分からない。

自転車の利用促進に反対する意見が強い

特に理由はない。策定する動機がない。

その他

42％28％ 19％ 10％

12

3

3
1

1

0

0
3

5

4割程度5割超

※グラフ内の数値は四捨五入しており、合計値が100%にならない

2％

N＝53

N＝28
（複数回答含む）

【資料９－１】



（2）調査結果 3

【設問⑤】自転車ネットワーク計画の策定又は今後の更新にあたり、課題と考えることがあれば教えてください。
• 計画更新時における、新規路線の追加にあたり、どのような検討を進めていけばよいか、という意見が挙がった。
• また、国道、都道のネットワークとの整合性確保を課題と考えている、という意見が挙がった。

■主な意見
＜計画更新時の新たな路線追加に関する課題＞
• 整備対象区間が計画期間内に整備完了する見込みである為、計画改定時において対象路線の追加を判断するにあたっ

ての基礎データ収集に関して予算の制約下で効率的に行う方法を検討する必要がある。最新のトレンド、先進事例等を具
体的にご紹介いただきたい。

• 計画更新の際に、どのような基準で路線追加をおこなっていくかが課題だと考えている。

【設問⑩】自転車道、自転車専用通行帯等を整備するにあたり、技術的な悩み、法令解釈上の疑義、
知見の不足その他課題と考えていることがあれば記載してください。

• 道路幅員による整備困難、設計・施工における技術的な課題が多く挙げられた。
• 一方で、情報提供による課題や他団体との協議における課題も挙げられている。

■主な意見
＜道路幅員が狭く整備が困難＞
• 道路幅員が狭く、自転車通行帯幅の確保が困難。狭小道路での整備例があれば知りたい。
• 道路幅員が狭い、あるいは付加車線等により普通自転車専用通行帯が部分的に整備出来ず、通行帯の連続性が確保で

きない。
• 区道においては、幅員が広い道路が少ないため、矢羽根の幅を小さくする（45cm幅）必要が生じている。

＜関係者協議が難しい＞
• （整備には）十分な幅員が確保できないと指摘を受けることがあり、計画どおり進まない。

＜その他＞
• 区内の整備状況（国道・都道）を情報共有してほしい。
• 市民からは、自転車道や自転車専用通行帯の整備を望む声が寄せられているが、車道幅員が狭く整備が困難である。

【資料９－１】



令和８年２月１３日

自転車通行空間ネットワーク計画調整会議事務局

区市町村アンケートを踏まえた共通課題と
その対応に関する情報提供

【資料９－２】



課題① 事業対象選定に必要な基礎データの収集 1

• 計画更新時の対象路線の追加判断にあたり、基礎データ収集に関して予算の制約
がある中で効率的に行う方法を検討する必要がある。

• 計画更新の際に、どのような基準で路線追加をおこなっていくかが課題

使用するデータ（例）整備優先度を検討する観点
A.自転車の利用の広がりや基幹となるルートを踏まえた検討

交通事故オープンデータ自転車関連事故が多い区間
シェアサイクルデータ*
市販の人流データ
高校生等への経路アンケート

自転車が多く通行する区間

シェアサイクルデータ自転車の旅行速度が低い区間
地図上で計測学校等の発着需要が多い施設周辺

B.道路空間の再編を伴う他事業との同時整備の検討
庁内担当部署の事業計画
関連道路管理者の事業計画
占用企業等の事業計画
関連する協議会資料等

・無電柱化
・バリアフリー
・道路拡幅
・地下鉄工事など

複数の観点が示されてる。情報を得るデータは無償取得できるものもある。

★どの観点を
優先するかは
地域の自転車
活用推進計画
の基本方針等
を踏まえて、
判断

予算制約下、
チャンスを
逃さないこと
が重要

■ R6ガイドライン PⅠ-20 2.4 1)整備優先度の検討

*入手には、シェアサイクル事業者と協定を結ぶ等の調整が必要

【資料９－２】



課題① 事業対象選定に必要な基礎データの収集 2

【参考】令和８年１月に国交省より、データ活用手引きが発出されている。

入手先：https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/index.html 
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課題① 事業対象選定に必要な基礎データの収集 3

• 各区の自転車ネットワーク計画における整備優先順位の定め方を比較すると、交通
事故件数、駅までの距離等を指標にしている例が多い。

• 他事業との同時施工などの機会を重視し、期間を分けるケースも多い。
• 全国では、今治市などで、暫定矢羽根設置区間を再改修して、自転車専用通行帯へ

とグレードアップする計画を進めている事例もある。

① 自転車事故発生箇所・安全性向上
事故多発区間の改善や、安全確保を優先
（例：文京区、品川区、世田谷区、渋谷区、北区、荒川区、板橋区、葛飾区）

② 駅アクセスの改善
駅周辺300〜500m圏（葛飾は1km圏）を重点区域に設定
（例：墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、北区、葛飾区）

③ ネットワークの連続性の確保
既存の整備区間同士をつなぐ、国道・都道に接続する区間を優先
（例：中央区、文京区、墨田区、江東区、品川区、世田谷区、北区、葛飾区、江戸川区）

④ 他事業との同時施工（道路改修・電線共同溝・都市計画道路など）
道路改修・無電柱化などの関連事業と一体的・効率的に整備できる区間を優先
（例：中央区、江東区、大田区、足立区、江戸川区）

⑤ 自転車利用量の多い道路
実利用（人流）を重視して、交通量の多い路線を優先選定。
（例：墨田区、品川区、荒川区、葛飾区）

⑥ 都市計画道路を軸にした整備
都市計画道路を骨格として優先。大規模改築に伴い、幅員を確保しやすいのも背景
（渋谷区、足立区、江戸川区）
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■ 各区に共通して見られる観点（全体傾向） ■ 暫定車道混在の改築例
（今治市*）

今治駅

至：しまなみ海道

整備区間2.8km

整備前

歩道と植栽を縮小し、
自転車専用通行帯を整備

全幅15m

*自転車利用環境向上会議 in名古屋への今治市提供資料を基に作成
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課題② 狭い道路における矢羽根型路面表示の設置方法 4

• 幅員の狭い道路が多く、自転車専用通行帯幅の確保が困難である。狭小道路での
整備例があれば知りたい。

• 幅員が広い道路が少ないため、矢羽根の幅を小さくする必要があると考えている。

R6 ガイドラインH28 ガイドライン
1.2 道路標識・道路標示、看板・路面表示等
3）矢羽根型路面表示
・自転車と自動車が同一の通行空間を共用する車道混在区間や交差

点及び交差点付近のように自動車と自転車の動線が交錯する箇所
等で、車道における自転車通行位置を自転車利用者とドライバー
双方に示す必要がある場合には、矢羽根型路面表示を用いるもの
とする。

・矢羽根型路面表示は、歩道のある道路にあっては、矢羽根型路面
表示の右端が車道端から1.0m以上（路肩の一部または全部が通行
の用に適さない状態である場合は、その部分を除く）の位置とな
るように、歩道のない道路にあっては、原則として、矢羽根型路
面表示の右端が車道外側線から車線内1.0m離した位置となるよう
に設置するものとする。

1.1.4 道路標識・道路標示、看板・路面表示等
2）帯状路面表示及び矢羽根型路面表示
・矢羽根型路面表示は、車道における自転車通行位置を自転車利用

者とドライバーの双方に示し、自転車通行空間を実質的に確保す
るため、歩道のある道路にあっては、矢羽根型路面表示の右端が
路肩端から1.0m以上の位置となるように、歩道のない道路にあっ
ては、原則として、矢羽根型路面表示の右端が車道外側線から車
線内1.0m以上（現地の交通状況に応じて0.75m以上とすることも
できる）離した位置となるように設置するものとする。

共用と明記

■ R6ガイドライン PⅡ-6 1.2 3)矢羽根型路面表示

R6年ガイドライン改正における、矢羽根型路面表示の考え方の修正を踏まえ、適宜対応

重なるイメージに
図も修正

矢羽根で示す空間と自動車の通行空間は
共用して問題ないことを記載していなかった。
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課題③ 狭い２車線道路における自転車専用通行帯の設置方法 5

• 幹線道路においても幅員の狭い道路が多く、自転車専用通行帯幅の確保が困難。
• 付加車線等により自転車専用通行帯が部分的に整備できない。
• 市民からは自転車道等を望む声が来るが、幅が狭く整備が困難であることが悩み。
■ R6ガイドライン PⅠ-14 2.3 2)②整備可能性の検討

現況

再配分後

現況

再配分後

【単路部】

【交差点部】

（一般部）

（停車帯部） 幅員16m
ま で の
再 配 分

イメージ
は示され
ている。

■ 井ノ頭通り(w=14m)の整備例

14.03=約14.0m

2.50 2.50 2.50 2.50

1.75 3.25 3.25 1.75

整備前

整備後

幅員
(台帳)

写真出典：令和４年度の当会議資料より

幅員16m
以下でも
再 配 分

した事例
はある。
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